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原子力施設における安全確保について 

 
             平成 16年 12月 10日 

                        青森県 末永 洋一 
 

 核燃料サイクルを含めた原子力発電を国の基本政策としている我が国におい

て、これを民間事業者が確実に遂行し、立地地域住民を始めとする国民に対し

て安全・安心に基づく信頼感を醸成していくためには、国と事業者がそれぞれ

の責務を確実に果たすことが必要である。 

 先般の本会議においても「安全確保の責任は、一義的には事業者にあるもの」

という意見があり、その点については全く同感であり、事業者はこの点を十分

に認識し、安全確保に対してこれまで以上に責任をもって取り組むべきであり、

その姿を国民に対して十分に説明していくべきであると考えている。 
それを前提として、原子力の効果的利用と推進を図るべき原子力委員会と、国、

特に原子力安全委員会および規制当局である原子力安全・保安院との「役割分

担」を明確にしつつ、将来にわたり、原子力の安全を確実なものとするために

は、以下のような取り組みが必要であると考える。 
 
１． 安全規制に関する基盤の確保・維持 
・ 将来にわたり、国が安全確保に係る責任を果たしていくためには、十分な

科学的論拠に基づく合理的な規制体系を構築し維持していくことが必要で

あり、そのためには、国の研究機関や大学等を十分に活用し、必要な人材

の確保と育成、およびニーズに基づく安全研究の実施が不可欠であると考

える。 
・ また、安全教育面についても同様であり、技術者・研究者の安全意識の向

上を目指すためには、資格制度、研修制度の導入などにより国も十分に関

与していく必要があると考える。 
・ これを確実に実現するためには、国においては、これらを十分に配慮した

予算や人的資源の確保・適正な配分を行うべきである。 
 
２． 質の高い原子力安全政策の策定と、それに基づく規制の実施 
・ 国は、上記に述べたような安全規制のための基盤を整備した上で、最新の

知見を反映した原子力安全政策を策定し、それに基づく安全規制を確実に

遂行していくシステムの構築が重要かつ必要である。と同時に、安全規制

が民間事業者の経済活動をいたずらに阻害することなく実効力を高め、維

持していくためには、海外の規制動向なども参考に検証するなど、常にそ

の質の向上を模索していく必要があると考える。 
・ その観点から、実効的な規制ができているかを常に検証し、その結果を規
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制体制の再構築、規制資源（人材）の確保などにフィードバックするべき

である。 
 
３． 立地地域を始めとする国民の安心感・信頼感の醸成 

① 確固とした原子力政策の確立 

・ 立地地域住民を始め、国民の安心感・信頼感を醸成するためには、まずは

振れのない原子力政策を策定し、それに基づいた政策推進が国主導で実施

されていくことが大前提である。 

・ 特に立地地域住民にとっては、上記前提条件が整って初めて、原子力事業

とどのように向かい合っていくのか、「安全」についてどのように理解して

いくのか、といった問題に対し、真剣に臨むことが可能となる。 

 

② 学校教育の必要性 

・ 大半の国民にとって、「原子力」は理解し難いものであり、それが故に「え

たいの知れない怖いもの」という、漠然とした感情を有している場合が多

いのはいまさら指摘するまでもない。こうした事実・状況を勘案し、国民

が原子力発電や核燃料サイクルの必要性・安全性を十分理解するには、我

が国のエネルギー事情や、その中での原子力発電の位置付け・メリットを

学ぶ環境を整備する必要がある。 

・ そのような観点において、現状の小学校から大学までの学校教育において

「エネルギー」や「原子力発電」といった項目が不足していると感じられ

ることから、国が主導的に教育カリキュラムに取り入れると同時に、地域

社会における社会教育の場においても教育が可能となるような教育環境の

整備を実施していくべきである。 

 

③ 国の説明責任の遂行 

・ 事業者が立地地域等に自らの活動を説明していくことは当然であるが、同

時に、規制当局からの説明は、非常に効果的であると考える。 

・ 例えば、先般の日本原燃（株）における品質保証体制の点検結果について

の県民に対する説明会においても、事業者だけではなく、原子力安全・保

安院が説明者として前面に出られ、規制当局としての説明責任を果たされ

ていたが、そのことが青森県民に対して大きな安心感を与えたのではない

かと考えている。 

・ 今後も規制当局が様々な機会を通じて、立地地域に対し安全確保の考え方、

活動実績等を積極的に説明していただくことを期待する。 

 
以上 

 

pbda166
テキストボックス
２



長計策定会議意見書（13） 

2004年 12月 10日 

原子力資料情報室 

伴英幸 

 

1. 安全性と経済性の相克 

 東電の損傷隠し事件が発覚した後の調査報告書では、計画期日内に検査を終えたい思い

が隠す動機として挙げられていました。日本原燃の不正溶接では工期内に作業を終えたい

とする動機が不正を招いています。関電の美浜事故では定期検査期間を短縮するために運

転中から準備が始められていました。これらのことは経済性に直結することです。事故や

トラブル、不正などは、安全性と経済性の相克の中で、経済性が勝る時におきていると考

えられます。 

ことあるごとに、安全が何よりも優先すると強調されていますが、それは一時的な対応

あるいは建前に終わっているのではないでしょうか。例えば、福島 I-5 で余寿命 0.8 年と

の評価にもかかわらず運転を継続したのは、安全軽視の現われだと考えます。 

 関電は美浜 3号炉事故後に今後は、運転中に作業員を建て屋内に入れて定検の準備をし

ないと明言しましたが、一時的な対応に終わらないようにしてほしい。また、減肉の発生

が明確に予測できないのですから、オリフィス下流部とかエルボ部のみならず配管のすべ

てをくまなく検査しておくことが必要だと考えます。 

2. 不正は必ず見抜けるのか？ 

 日本原燃および国は、行なわれた不正溶接を見抜くことができなかった。本社-元請会社

-下請会社-孫請会社という重層構造にも一因があるように思います。「協力企業」との意

思疎通においては、孫請など含めてすべての「企業」との意思疎通が保証されないと再発

防止にならないのではないか。下請・孫請などは「絶対服従」と言われる状況の中で、現

場の声を引き出し反映するシステムへの取り組みが果たして十分か、疑問が残ります。 

 安全確保の取り組み、品質管理の徹底でさまざまな取り組みが行なわれていますが、不

正や事故・トラブルの繰り返しは、それらへの対応が机上でのものあるいは建前に終わっ

ているからではないでしょうか。 

3. 情報公開の徹底 

情報公開の徹底はいまさら言うまでもないことです。しかし、六ヶ所再処理工場に関し

ては、事故が起きたとしても、核物質防護の観点から「設備の詳細な配置図などは公表で

きない」（電気新聞 04年 10月 21日付）など著しく制限されるのではないか。安全に関

係する情報は積極的に公開していくというこれまでの姿勢が崩れることになれば、安全の

判断が事業者任せになってしまい、結果として、安全が十分には確保できない事態になる

と考えます。また、事業者任せは隠蔽の温床にもなりかねません。情報公開優先であるべ
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きです。 

4. 六ヶ所再処理工場のガラス固化処理施設について 

日本原燃はウラン試験に入ろうとしていますが、同社再処理工場のガラス固化施設は現

在も化学試験中です。進捗率は 04年 10月末時点で 59％、不具合等発生件数は 258件と

他のすべての発生件数 373件に比べて異常に多い状態です。さらに、同施設が未だ実用レ

ベルに達しておらず技術的課題が多いとの指摘があります（参考）。ウラン試験に入る前

に技術的課題の克服と、ガラス固化処理施設の健全性確認が行なわれるべきだと考えます

が、日本原燃には同施設の現時点までの化学試験結果の詳細の公表と、今後の取り組みへ

見解を示してください。 

 

************************************* 

（参考）2004.11.30. 

     トイレ無き六ヶ所再処理工場 

―高レベル放射性廃液ガラス固化施設の問題点について― 
                  放射性廃棄物搬入阻止実行委員会 平野 良一 
                      (青森県・浪岡町 Ｆax 0172-62-2023) 

 今、国や事業者等は、04年12月の年内にもウラン試験入りを実施して、06年7月の再
処理工場の本格操業を実現したいと躍起になっている。しかし、再処理の最終工程ともい

える高レベル放射性廃液のガラス固化施設(Ｋ施設)が、実証されていない中途半端な技術
移転を受けたままの状態で、しかも化学試験の結果報告も不十分なままで、ウラン試験実

施によって再処理工場全体を放射化させる事態に進むことを、許してはならない。 
 ただ単に、ＨＬＷ（高レベル放射性廃棄物）の最終処分場が未確定というだけでなしに、

最終処分に至る前の管理段階に耐え得るガラス固化処理が不確実な技術だという事実を、

何よりも明確に国民の前に明らかにする必要があるだろう。 
 今04年7月13日、核燃料サイクル開発機構(JNC)が「ガラス固化技術開発施設における
 高レベル放射性廃液のガラス固化処理技術開発」と題する研究開発課題評価委員会の

「平成15年度研究開発課題評価(中間評価)報告書」(以下、中間評価報告書という)を公表
した。関連分野の専門家を中心とした評価委員たちによって、JNC自らの高レベル放射性
廃液固化処理技術に加え、日本原燃(JNFL)での実用化を強く意識したものだといい、Ｊ
ＮＣでは高く評価している報告書である。しかし、ＪＮＦＬ施設立地点住民の立場から見

れば、疑問や懸念を増幅させる内容を数多く含んでいる報告書でもある。この中間報告書

を中心に、入手可能な限りの公表資料から六ヶ所再処理工場の高レベル放射性廃液ガラス

固化施設の問題点を検討してみた。 
 まだまだ不十分な内容であるが、無駄なウラン試験入りを阻止するためにも、多くの仲

間たちに論議の材料として供し、反核燃サイクル運動の強化・活性化に資したいと公表す

ることとした次第である。率直な批判を賜れば有り難い。 

《はじめに》 
(1) ガラス固化施設の健全性確認をウラン試験移行の必須条件にすべき 
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 先の中間評価報告書には、『JNFLが平成18年度からの商用運転を目指してＫ施設を建
設している現時点において、その施設において用いられる中核的な技術の開発をJNCが平
成20年度まで行うという研究開発計画が妥当であるかどうかについては疑問の余地があ
ろう。計画されている研究課題の一部はJNFLが行うべきものとの考え方もあり得るであ
ろう。また、本研究開発課題について、これまでに一度も“課題評価”がなされてこなか

ったことの妥当性については検討が必要であると考える。』とあり、『研究の成果が少な

くとも５年以内に実ることを心から願っている。』(共に20頁)と記述されていることを、
ウラン試験入りを容認した三村青森県知事は承知をしているのだろうか。これでは、六ヶ

所再処理工場が完成された商用施設ではなく、未だに研究開発途上施設に過ぎない、とい

っていることになる。 
 『研究の成果が少なくとも5年以内に実ることを願っている。』状況下のK施設を、第
三グループに位置づけして、他の第一、第二グループのウラン試験への移行条件が整った

からといってウラン試験実施に踏み切る方策は、次のアクティブ試験への移行条件にも同

様に適用される懸念がある。原発の発電効果だけに目を向けて、放射性廃棄物処理・処分

を先送りして、意識的に目を瞑ってきたとも思われる原子力業界の体質が、再処理施設の

運転開始にあたっても、またぞろ発露されるのではと危惧される。 
 K施設が化学試験を完全にクリアし、Ｋ溶融炉の健全性が実証されることを、ウラン試
験入りへの必須条件とすべきである。 

(2) 高レベル廃棄物のガラス固化技術は未完成 
 しかも、何よりも問題なのは、再処理によって減容量化されるはずの高レベル放射性廃

棄物(ＨＬＷ)ガラス固化処理技術が、完成の域に達していないという事実である。 
 『高レベル廃棄物の処分に関しては、高レベル廃棄物をガラス固化体にして、深地層に

埋設することは国民にも知られている。しかし、そのガラス固化体を製造する過程の技術

開発がまだ十分に開発されていないことを、評価委員になって初めて知った。』 
 今年(04年)7月13日に公表された翌24日に、たまたまＪＮＣのＷebページで中間報告書
の存在に気づき通読後、一番印象に残った「評価意見」まとめ部分結びに近い箇所(20頁)
での記述である。 
 六ヶ所再処理工場では、ウラン試験入りを前に、その前提としての化学試験最終段階を

高レベル廃液ガラス固化建屋において実施中であるが、ガラス固化技術開発の不十分さを

象徴するかのように、当該固化建屋における不具合等件数(進捗率59％で258件)が従前の
他建屋(６建屋百％完了で373件)に比して異常な多発状況にある。中間評価報告書がガラ
ス固化開発技術について、『研究の成果が少なくとも５年以内に実ることを願っている。』

と述べているように、06年7月の六ヶ所再処理工場運転開始予定日までには、固化処理技
術の開発完成は可能性がないという現実を示す数字であろう。 

(3) 今一度、六ヶ所再処理・ガラス固化施設の健全性確証が必要 
  六ヶ所再処理工場は、モザイク的に仏独英等の技術を組み合わせ導入した施設である
が、核拡散防止上という点から要求されたウラン・プルトニウムを混合酸化物として抽出

するという日本独自の工程と併せて、国内技術としては、旧動燃＝ＪＮＣのガラス固化処

理方式(ＬＦＣＭ法)を採用している。したがって、技術導入元の先駆プラントが茨城県東
海村のＴＶＦ(ガラス固化技術開発施設)ということは承知していた。同施設が初期段階で
トラブルを連発していたことも記憶にあったが、原子炉等規制法の改正によってガラス固
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化体の深地層最終処分方式が決まり、海外からの返還ガラス固化体受入・管理も毎年度行

事化して定着したことから、ガラス固化体の製造技術は完成したものとの錯覚に陥ってい

たのではないかと、今更ながら反省させられた。 
 国の原子力安全・保安院は今04年3月に、「再処理施設品質保証体制点検結果報告書に
対する評価について」で、ＪＮＦＬの『点検の結果、設備及び建物の健全性は確認できた』

との報告を『当院としては、同社の健全性評価の判断は的確に行われたと評価する。』と

再処理施設の健全性についてお墨付きを与えていたが、ＪＮＣ中間評価報告書の存在を知

った今、未開発な技術を導入した疑いがある六ヶ所再処理工場ガラス固化施設について、

改めて問題点の有無を検証する必要があると感じた次第である。 

1. 何故、未確立なＬＦＣＭ法を採用したのか。 

(1) 再処理事業計画の出発時点にＬＦＣＭ法採用は決まっていた。 

 六ヶ所再処理施設は、主要工程の大半が仏コジェマ社のＵＰ3をモデルプラントとして
技術導入しておりながら、何故か、ガラス固化処理方式だけは旧動燃＝ＪＮＣのＬＦＣＭ

法(液体供給式直接通電型セラミックメルタ溶融方式)を採用している。 
 再処理施設本体に先行して六ヶ所に建設された高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センタ

ーへ受入・収納されている海外返還ガラス固化体は、ロータリーキルン仮焼方式のＡＶＭ

法製造によるのに、六ヶ所再処理事業が申請された1989年3月時点で、既にその前年88
年1月14日には旧動燃との間でガラス固化技術の協力協定が締結されていた。しかも、動
燃研究施設がモックアップ試験中のみで、固化プラントである東海ガラス固化技術開発施

設(ＴＶＦ)は未だに建設段階という状況の下でＬＦＣＭ法固化方式採用を決定した真意に
ついては明確な説明がなされていない。 
 公表されている年表等から判断すれば、旧動燃は75年以来、模擬ガラスによるプロセ
ス技術開発試験を進めていたが、81年2月に独ＦＺＫ(カールスルーエ原子力研究センタ
ー)と「高レベル廃棄物管理分野における協力協定」を締結し、ＬＦＣＭ法による技術開
発を採用したことになっている。旧動燃の東海再処理工場は、71年6月に建設着工して、
81年1月から本格運転を開始しているが、本体技術の導入先である仏ＳＧＮ社等の初期ト
ラブル解決等への対応不十分さに反発したのか、仏が採用主流のＡＶＭ法を避けて、独が

或る程度の実績を有していたＬＦＣＭ法が、固化溶融炉の寿命が長く炉交換頻度が少なく

て済むという売り込みに、打算が働いた結果かとも推測される。 
 日本原燃(ＪＮＦＬ)とは、82年6月時点で「再処理施設の建設、運転に関する協力基本
協定」を結んでガラス固化技術の情報提供、共同研究等の技術移転契約をいち早く交わし

ている。旧動燃が独ＦＺＫとＬＦＣＭ法による技術協力協定を結んだ81年2月の翌年6月
には、いち早くＪＮＦＬと技術移転等に関する協力基本協定を締結しており、国としては

開発費用予算節減のため、抜け目がなく費用分担を目論んだのではなかろうか。 
 いずれにせよ、先のＪＮＣ中間評価報告書の中でも『ＡＶＭ法 に対するＬＦＣＭ法の
採用について、技術的特徴の比較が行われているが、経済性の評価は明確でない』旨の評

価意見(10頁)に対しても、ＪＮＣの見解として『定性的には、ＡＶＭ法と比較したＬＦＣ
Ｍ法の利点の一つに溶融炉寿命の長さがあげられるものの、これまでのＴＶＦ開発運転の

実績では白金属元素堆積の影響により、設計で想定される溶融炉寿命に到達していないの

が現状です』(中間評価報告書の補足説明資料1/25)と答えざるを得なかったように、必ず
しも厳密な比較評価がなされた上での固化方式決定というよりは、溶融炉の交換頻度が少
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ないだろうとの単なる思い込みでの採用ではなかったろうか。 

(2) 開発の主導権は、協力メーカーが握っていた 
 更に中間報告書には『機構から提示された資料では、「研究開発の目的」がＬＦＣＭ法

の実証を前提とするものとして書き始められており、「目的・意義」と「目標」が曖昧に

なっているとの印象を受ける。これまでの経緯として、目的を達成する手段としてのＬＦ

ＣＭ法の採択に至る経緯や、ＡＶＭ法との定量的な比較の根拠が示されていない。』(13
頁)との記述がある一方、『研究内容そのものの目的は明確であるが、ＪＮＣとＪＮＦＬ
およびＩＨＩとの関係が理解しがい。』と指摘(11頁)したり、『プログラムのスタートす
る以前からＩＨＩの関与が明確になっていたと思われる特異なケースである』とも述べて

いる。 
 そして、日本原燃が今04年3月26日に資エネ調原子力部会・技術検討小委に提出した資
料13-5-2には、Ｋ溶融炉開発の経緯に触れて、ＩＨＩが概念設計からＫ実機溶融炉製作
まで関わっていたことが記されている。中間評価報告書も、『研究開発は、…ＪＮＣ―日

本原燃―ＩＨＩの当事者間の協力範囲にクローズした状態で進められており、……技術移

転に関して、民間再処理事業者の施設整備を受注していることを理由に特定メーカーと直

接関係の下で進めるのは必ずしも適切でないと思われ、日本原燃を介した関係に改めるこ

とが望ましい。』との危惧を表明(15～16頁)しているように、事業主体の日本原燃が蚊帳
の外に位置されたままの丸投げ状況で、設計から施工まで一貫してＩＨＩが主導の下に今

日まで推移してきたと推測される。 

2. 先行施設ＴＶＦのガラス固化体製造実績は？ 

― 比較的順調に進められてきたというが、課題は山積している ― 
 動燃東海事業所(現核燃料サイクル開発機構)のＴＶＦ(東海ガラス固化技術開発施設)は、
六ヶ所再処理工場内に建設される同様の施設(Ｋ施設)への橋渡し役として1988年に着工、
1881年からのＣＰＦ(高レベル放射性廃棄物研究施設)によるガラス固化体製造確証試験
とガラス固化体特性評価研究を受け継いだ形で、92年度からコールド試運転、94年度半
ばからのホット試運転を経て、95年2月20日から開発運転を開始し、2002年9月末までに
130本のガラス固化体を製造したとされている。しかし130本の内訳は、95年度のホット
試験中に22本、開発運転を開始した96年度が40本、97～99年度は東海再処理アスファル
ト固化施設爆発事故により運転休止、再開後の2000年度に25本、01年度が31本、そして
目詰まりした溶融炉の炉内洗浄試験によって12本の実績とされている。 
 運転開始時には大々的に宣伝したが、報道陣公開の3体目製造中の22日に、溶融ガラス
をキャニスターに流し込む結合装置で目詰まりを起こし、操業中止に追い込まれるという

初期トラブルを引き起こしている。動燃広報によると、ＴＶＦは三日で一本、年間で最大

 140本のガラス固化体が製造できるといっていたが、東海再処理工場爆発事故等による
施設停止の余波もあったとはいえ、7年半余という期間での製造実績が年間最大製造可能
数値にも届かなかったということが、技術の実態を示していると思う。 
 核燃サイクル機構では、96～130本製造という実績とＴＶＦ運転を及び保守技術の蓄積
の成果を原燃六ヶ所再処理工場のＫ施設に技術移転を行っているとしている。しかし、技

術完成度成果が疑われる7年有余の固化体製造実績程度では、技術移転という名に値しな
いのではないか。事実、先述の中間評価報告書でも、 
 『商用施設稼働に向けての道筋が出来たものと評価』しながら、『しかし、現在直面し
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ている白金属元素の堆積対策は、溶融炉の処理能力や寿命を左右させることから、今後の

ガラス固化技術の高度化に向けての極めて重要な課題である。今後は、技術移転先のスケ

ジュールを睨みつつ、国内外からの知見と指揮者のアドバイスを結集して、この問題の解

決に当たる事を期待する。』と、未だに研究開発途上の技術に過ぎないことを告白してい

る。 
 旧動燃＝サイクル機構では、当初溶融炉(1号炉)「プラントの初期トラブルの幾つか」
にはどうにか対応してきたものの、02年3月28日の「主電極冷却空気流路の閉塞事象」発
生によって、ガラス溶融炉の全面改良に取り組まざるを得なくなった。02年9月24日に更
新工事の準備作業に入り、02年12月2日から1号溶融炉の取り外し作業を開始、03年5月
溶融炉撤去完了、03年9月から改良型2号溶融炉の搬入・据付作業入りをし、04年4月に2
号溶融炉本体の据付を完了した。そして10月20日から2号溶融炉の運転を開始した。現在
は、運転状態での国の使用前検査を受検(11月24日に合格証受領)するとともに、懸案であ
る白金属元素堆積物の除去技術開発による固化処理の安定化を図るための技術開発運転

中である。また、このキャン ペーン中に予定していたガラス固化体製造は20本とされて
いたが、10月20日から11月26日までの間に16本の実績を挙げたとしている。 
 2号炉による運転再開の20日深夜23:38～23:39に建屋負圧警報が断続的に吹鳴したが、
点検結果は差圧計屋外検出端が強風の影響を受けたことによるとして、異常なしとした。

 また、11月5日14:48頃、感震器が作動してガラス溶融炉の運転が自動停止、原因は、
作業員が制御室内で機材(半面マスク)を収納した金属トレイを誤って床に落としたため、
地震感知装置が作動したものと3日後のWebページ日報のなかで小さな文字で発表。改良
型での運転再開でも、事業者の言う「初期トラブル」の洗礼は免れ得なかったことになる。

六ヶ所に導入された場合も、トラブルが発生しないなどという例外はあり得ないとの教訓

でもあろうか。 
 中間評価報告書でも、『この研究開発計画では、ＪＮＦＬの商用運転に間に合わせるに

は遅れ気味なのではないかとの印象を受ける。そのため、ＪＮＣがＪＮＦＬに不完全な技

術しか提供できない時点において、商用施設(Ｋ施設)が商用運転を開始することになって
いるとの批判がＪＮＦＬに対してなされうるのではないかと危惧する。』と述べているよ

うに、 
 1) 『設計で想定される溶融炉寿命に到達していないのが現状』 (中間評価報告書・参
   考資料3;課題評価委員会の評価意見に対するサイクル機構の見解1/25) 
 2) 『ＪＮＦＬの溶融炉はＪＮＣの炉より大型化しており、ＦＺＫの経験からすると 
   問題を悪化させる可能性もあるのではないか。』(中間評価報告書18頁) 
 3) 『低燃焼度燃料の再処理廃液をＬＦＣＭによりガラス固化する技術は既に米国で 
   もＪＮＣのＴＶＦでも実績がある。その一方で、気になるのは………貴金属FP 
   が含まれる比較的燃焼度の高い燃料では、既にかなりの時間をかけてもなお記載 

   されているように解決できていない。』(中間評価報告書12頁) 
等々の未解決問題を抱えている。 

3. 六ヶ所再処理工場Ｋ施設の問題点は？ 

(1) 主工程に比し、従的な存在扱いをされてきた 

 承知のように、六ヶ所再処理工場は事業許可申請の段階から今日まで三度にわたる建設

費見積額見直しが行われてきた。申請時に7,600億円だったものが、99年4月の見直し変

pbda166
テキストボックス
８



更申請によって2兆1,400億円となり今日に至っている。見直しに当たっては、建設費高
騰を抑えるためとして、からり大掛かりな設計変更がなされた。設計変更は、① 精製施
設の一段化、② 低レベル廃液処理施設の統合化、③ 高レベル廃液貯蔵施設の移設が主た
る内容であり、建設費用的には③が最も節減効果をもたらしたのではと思う。 
 当初計画では、高レベル廃液の貯槽セルエリアのある「高レベル廃液貯蔵建屋」と、固

化セル中心の「高レベル廃液ガラス固化建屋」に分離していたものを、高レベル廃液ガラ

ス固化建屋一つに統合することとしたものである。そして、建屋の統合だけではなく、統

合前に20基を数えていた貯槽が13基にと、統合節減されることになった。 
 精製施設の一段化に伴って、アルカリ濃縮廃液の発生量が減少することと、二建屋に高

レベル廃液貯槽と高レベル廃液受入貯槽に分離設置されていたものを、建屋統合によって

移送配管が不要になり、併せて同一建屋内での一時貯槽から混合槽への移送作業のみで済

むことによって、統合前は9＋7＝17基(容量約1,128m3)の廃液貯・受入槽を8基(容量約7
26m3)の貯・混合槽へと、およそ半減するという内容であった。 
 設工認申請とその審査内容が一切公表されていないので、正確な検討比較は困難である

が、設計変更時に『トラブル発生時のタンク容量の裕度には支障はない。』と説明された

ものの、その信憑性に疑問を抱いたことは忘れていない。 
 英国BNFLの二つの再処理工場では、ガラス固化施設ＷＶＰの実績が可能生産高の34％
という乏しい実績によって、高レベル貯蔵タンク(HASTS)が「戦略的貯蔵」というNII(英
原子力施設検査局)の削減目標数値に達しないことによって、たびたび再処理工程の中止
に追い込まれた経緯があり、昨03年11月のエネルギー法成立によってマグノックス燃料
の再処理施設の廃止措置が確定しただけでなく、セラフィールドの商業用・酸化物燃料再

処理工場(THORP)すらも「原子力廃止措置機関(NDA)へ、ＭＯＸ燃料工場を除く資産と債
務の移転によってＢＮＦＬが再編・処理されるのではとのニュース等にも接している。 

六ヶ所再処理工場もＫ施設の頓挫によって、BNFLの再処理工程中断という轍を踏む危険
性を孕んでいるといって過言ではないだろう。 

(2) ウラン濃縮工場の二の舞を含む危険性 
 ＪＮＦＬ(日本原燃)が、総合資源エネルギー調査会原子力部会核燃料サイクル技術検討
小委員会の第13回(04年3月26日開催)に提出した資料(資料13-5-2)の図-4によれば、六ヶ
所再処理のガラス固化施設(Ｋ施設)溶融炉は01年10月に発注され、02年11月頃固化セル
が搬入されたことになっている。そして建設・施工段階の機能確認検査ともいうべき通水

作動試験が、02年8月中旬から04年1月下旬まで実施され、04年4月から化学試験に入る
と記入されている。 
 Ｋ施設の安全性は、大きくは高レベル廃液の濃縮缶と貯槽の健全性に関わるとはいえ、

溶融炉の機能性が施設の生命線といって過言でなかろう。そのＫ溶融炉製作が発注された

という01年10月は、ＴＶＦ・1号溶融炉が運転稼働中で、改良型2号溶融炉の製作開始の
02年4月に先立っている。確かにＪＮＦＬの説明資料13-5-2では、ＩＨＩが2k年7月に実
規模大のＫ－ＭＯＣ確証改良溶融炉を東海コールド試験施設に据付をして、それぞれ2ヶ
月程度の1次、2次試験を実施の上で、Ｋ溶融炉およびＴＶＦ2号溶融炉の製作に反映させ
たといっている。しかし、短期間のコールド試験のみで、設計上の溶融処理能力が確認さ

れたとして製作発注に踏み切ったが、3次試験からＪＮＦＬが委託試験として関わり、そ
の後の4次試験では試験目的未達成の事態さえも生んでいる。 
 現在、六ヶ所ではウラン濃縮工場が、７系列のカスケード設備中３系列が生産停止とい
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う状況にある。これは、徒に操業開始を急いだ(核のゴミ捨て場という反対運動への対抗
上、化学工場としてのウラン濃縮工場建設を最優先した)ことが、結果的には旧動燃人形
峠のパイロット・プラント成果を反映したという原型プラント・遠心分離機を運転開始に

よる実証確認もみないで導入したことが、結果的に新型遠心分離機開発の頓挫と遅滞を来

たし、導入遠心分離機は生産運転中に更新時期をまたずに相次いで停止する事態を招くこ

とになり、今年9月末までに累計17,184の台数が停止している。生産ラインの規模縮小は
売上げ減少に止まらず、財務状況でも多額の固定資産評価損の計上を余儀なくさせられ、

03年度末での572億円余という欠損金を生じた要因ともなっている。 
歴史は繰り返されるというが、ＴＶＦ2号溶融炉の運転実績やＫ－ＭＯＣ確証改良溶融

炉のホット試験等の実証を待たずに導入されたＫ溶融炉が、既に触れたように廃液条件等

をバラメータにした運転条件確認の試験実施によって試験目的不達成がＪＮＬＦ資料13-
5-2の1頁右欄で報告されており、ウラン濃縮工場遠心分離機と同じような運命を辿るこ
とになる可能性は大きいと、指摘せざるを得ない。 

(3) プール漏洩不良・不正施行への反省が活かされていない 

 JNFLのＦ施設(使用済燃料受入・貯蔵施設)貯蔵プール漏水問題では、工事施工時等の
品質保証体制が協力会社へ丸投げ状況だったことが主原因とも指摘されている。 
 Ｋ溶融炉の発注が87年段階で既にIHIへ決定された後に、LFCM-JNC法の採用を88年4
月に決めるという順序の後先が気にかかるが、以後もＫ施設溶融炉の開発がＩＨＩ主導で

なされてきたことが、前掲のJNFL資料13-5-2の1頁からうかがえる。中間評価報告書で
も、このことを『プログラムのスタートする以前からIHIの関与が明確になっていたと思
われる得意なケースである。』(15頁)と指摘している。 
 Ｋ溶融炉の開発がIHI主導とも思える不透明さについては、中間評価報告書の参考資料4
に添付された補足説明資料(ＪＮＣが各評価委員の質問に対して回答したもの)の中にも、
『JNFLのＫ施設への技術移転を、設計・製作メーカーを通じて行うことを挙げています
が、なぜJNFLへ直接でなく、メーカーを通じる必要があるのでしょうか。…ＩＨＩが技
術移転に大きくかかわっているが、1企業に独占的に技術を与えることは問題ではないの
か？』などの問いかけに対して、『ガラス固化処理技術の移転先はあくまでもJNFLであ
ることから、ＩＨＩに関係する本分及びＯＨＰ中の表現を変更したいと考えます。』とい

う回答が数カ所でていることからもうかがえる。 
 Ｆ施設と同様にＫ施設においても協力会社丸投げだったとしたら、体質は変わっていな

いし、同じ轍を踏む欠陥施設であり得る可能性が大きいと危惧するものである。 

(4) Ｋ施設は、安全審査が疑われるお粗末な欠陥施設 
当時の科技庁が「指定基準に適合する」との一次審査結果を発表した91年8月時点でも、

原子力安全委が二次審査答申の92年12月時点でも高レベル放射性物質研究施設(CPF)で
高レベル廃液を使用しての試験中(旧動燃・平成4年度業務概要)という状況で、どのよう
に技術的安全性や施設の健全性に関する安全審査が行われたのか、疑問である。 
 なお、原子力安全委の返還ガラス固化体の受入・収納をする六ヶ所における高レベル廃

棄物管理事業に対する事業許可答申は92年3月26日で、原研が返還廃棄物の安全性確認試
験のためコジェマ社からガラス固化体サンプルを受け入れたのは92年6月第一週であっ
た。当時、原研はサンプルに対する総合評価を93年度末までに終えるとしていた。 
 先を見越すのは良しとしても、技術的に検証確認されていない段階で、将来的には可能
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性が見込めるという判断だけで安全審査を終了していたとするならば大問題である。 
 前の各項で指摘してきたように、Ｋ施設に技術移転提供するJNCのTVFには、未解決問
題が多々あり、中間評価報告書でも、『開発途上で遭遇した数々の課題を、粘り強く解決

してきた努力は高く評価される。しかし、JNFLへ移転した技術が実証されたものでない
以上、現時点までの成果は当初の目標を達成しているとは言い難い。』との記載 (20頁)
があるように、目下化学試験に入っているガラス固化建屋施設の健全性が疑われる。しか

もTVF1号炉の運転停止前にＫ溶融炉が発注され、そのＫ溶融炉と同一設計思想と思われ
るTVF2号炉が実証運転に入る以前から化学試験を実施しているということを、どのよう
に理解すれば良いのだろうか。 

JNFLのＷeb頁に記載された主要建屋の試験状況での04年10月末現在での高レベル廃
液ガラス固化建屋化学試験進捗率は59％となっている。実施・進捗中のＫ施設化学試験
における不具合等の発生件数が、59％という進捗率で258件を数えている。これは他のす
べての建屋での発生件数373件に比しても、異常に多い数値である。一切、詳細が明らか
にされていないので推測の域を出ないが、項目別不具合等の内訳件数では、「性能未達・

動作不良」50件、「誤動作・不動作」36件、「改善事項等」26件等が合わせて43％を占
めていることからも、放射性物質を取り扱う商用施設というには、余りにもお粗末すぎる

欠陥施設である、といわざるを得ない。 

《おわりに》 

(1) 六ヶ所再処理施設を動かしてはならない 

 原子力委員会・新長計策定会議の強引な「中間取りまとめ」によって、再処理を基本と

する核燃料サイクル政策継続の方向性が決められた。青森県でも、国が核燃料サイクル協

議会の場でサイクル事業の着実な推進を約束したとして、事業者と安全協定を締結してウ

ラン試験実施を了承した。更に、この(04年)11月24日には経産副大臣等の要請を受け、
ＭＯＸ(混合酸化物)燃料工場立地へも前向き姿勢を示したと報道されるなど、六ヶ所再処
理工場の本格稼働が既成事実化しそうな状況にある。 
 しかし、プルサーマル計画の先行き不透明をはじめ、中間貯蔵施設の半永久貯蔵施設化、

高レベル廃棄物最終処分場探しの困難等々、再処理推進を取り巻く周辺には問題が山積し

たままであり、懸案問題のすべてを先送りしての再処理ゴーサインは、「正＝プラス」部

分のみ摘み食いして「負＝マイナス」面には目を瞑ってきた従来の綱渡り手法の延長線で

しかない。 
 大きく目をそらしてきた一つに再処理によって発生する放射性廃棄物の問題がある。再

処理推進論者達は、燃え残りの核燃料物質＝プルトニウム･ウランの「リサイクル」を強

調し、使用済燃料と高レベル廃棄物・ガラス固化体との容量体積のみを比較した放射性廃

棄物の減量化だと主張してきた。だが、プルサーマル等で再利用した後にも再び新たな使

用済燃料は発生するし、再処理工程で発生するＴＲＵ(超ウラン元素)放射性廃棄物につい
ては処理処分方法も決定されていない。 
 ＨＬＷ最終処分までの時間稼ぎには効果があるかも知れぬが、放射能濃度的にも総量的

にも、再処理稼働は放射性廃棄物を結果的に増やすだけでしかない。 

(2) 再処理路線継続の判断は時期尚早である 
 六ヶ所再処理のコストについては、新長計策定会議の他色々な場で検討されたが、百パ

ーセント稼働操業を前提としている。しかし、再処理によって生まれる高レベル廃液処理
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＝ガラス固化体製造が順調に機能しない場合には、再処理工程中断をせざるを得なくなる。

(六ヶ所再処理施設の大幅な設計変更がなされた際の青森県専門家会議による96年2月の
「再処理設計変更に係る安全性チェック検討会・報告書」では、2基のガラス溶融炉が停
止しても、半年以上にわたって上流工程を継続できる貯蔵容量となっているので支障ない

としていたが、仮に固化処理停止が1年以上の長期に及ぶ事態が惹起した場合には、上流
工程の停止もやむを得ないこととなるのは必定である。(現に、英国のＴＨＯＲＰ再処理
工場では、先に触れたように高レベル廃液の増加によってプラント一時停止に追い込まれ

た前例がある。) 再処理によって抽出されるプルトニウムが過剰になった際、「将来、
平和的なプルサーマルで利用可能」という逃げ口上が仮に通用したとしても、建設工費節

減のため高レベル廃液貯槽を半減させた経済性優先主義のツケがこの段階で廻ってこよ

うとは、事業者も計算外だったのでは無かろうか。 
 いずれにしても、原子力村の一員として各種委員を経験されてきたお歴々が、『ガラス

固化体製造の技術開発が、まだ十分でないことを、初めて知った』と述懐しているような

段階で、放射性物質を取り扱う(当然、施設・設備の放射能汚染が伴う)ウラン試験入りを
認めることは出来ない。トイレ無き原発という言葉があったが、まさにトイレ無き再処理

工場となる。 
 ガラス固化溶融炉が糞詰まりすることによって再処理工場そのものの糞詰まり状況を

生み、2兆1千4百億円を投じた建造物がそのまま巨大な放射性廃棄物＝核のゴミと化すよ
うな事態を避けるためにも、ウラン試験入りは中止するべきであるし、既定の再処理路線

を単純に継続認定したことに過誤がなかったか、再吟味の必要がある。 
以上 

＜主な参考資料＞ 
〇 平成15年度研究開発課題評価(中間評価)報告書 
   評価課題「ガラス固化技術開発施設における 
        高レベル放射性廃液のガラス固化処理技術開発」 
    2004年7月13日      核燃料サイクル開発機構 研究開発課題評価委員会 
                         (廃棄物処理処分課題評価委員会) 
    http://www.jnc.go.jp/siryou/hyouka/HY040713/honbun.pdf 
 
〇 六ヶ所再処理施設におけるガラス固化技術の現状と今後の取組みについて 
   ― ＪＮＣによる技術協力の現状とＪＮＣへの期待 ― 
    (総合資源エネルギー調査会原子力部会・再処理技術検討小委員会 資料13-5-2) 
    2004年3月26日                     日本原燃株式会社 
  http://www.meti.go.jp/kohosys/committee/summary/0002277/ (議事概要のみ掲載) 
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新計画策定会議（第１４回） 

意見書（ＹＬＴＰ１４） 

「原子力一般政策」の中で原子力の安全特性をいかに考慮するか 

 

 

                          ２００４年１２月１０日 

                           吉  岡   斉 

 

 

１．「原子力一般政策」の中で原子力の安全特性をいかに考慮するか（基本原則） 

 

 

１－１．日本の原子力政策は、原子力安全規制政策と、それ以外の原子力政策とに二分さ

れる。前者は原子力安全委員会および各省庁（経済産業省等）の所轄であり、後者は原子

力委員会および各省庁（経済産業省等）の所轄である。前者を「原子力安全政策」、後者

を「原子力一般政策」と呼ぶこととする。（特殊対一般という対比は、多くのケースで使

われている）。 

 

１－２．「原子力一般政策」の選択において、原子力の安全特性を十分考慮することは、

必要不可欠である。 

 具体的には、次の２点が重要である。 

 第１に、原子力の安全特性が、他の諸特性（安定供給特性、経済特性等）と、相互に密

接に関連するという認識に立って、安全特性以外の諸特性の冷静な分析・評価を行い、そ

れを「原子力一般政策」の選択に役立てるべきである。 

 第２に、「原子力一般政策」は、原子力の事故リスクを「許容水準」以下にとどめると

いう必要条件を満たす形で、選択されるべきである。 

 

１－３．「許容水準」は社会が決めることである。安全規制行政当局のみが権限を持つの

ではない。何が「許容水準」であるかは、社会的実態によって判定する。多くの仮定の上

に立った試算結果などはほとんど意味がない。 

 

１－４．上記の判断基準に照らせば、東京電力検査・点検不正事件（２００２年）後の東

京電力の全ての原発の安全性は、「許容水準」を満たしていなかった。関西電力美浜３号

機２次系配管破損事故後の関西電力の全ての原発の安全性は、「許容水準」を満たしてい

なかった。日本原燃六ヶ所村再処理工場使用済核燃料貯蔵プール冷却水漏洩事故（２００

２年）後の、六ヶ所村再処理向上の安全性は、「許容水準」に達しているかどうか、疑問

視されている。 

 

１－５．「原子力安全政策」の選択においては、「許容水準」以下に事故リスクを押さえ

込むことを至上命令とし、それに関して他の諸特性（安定供給特性、経済特性等）とのト

レードオフを考慮しないことが必要不可欠である。 
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２．「原子力一般政策」に対する原子力安全問題の影響 

 

 

２－１．このテーマを論ずるにはまず、原子力の劣悪な安全特性が、原子力政策に対して

どのような影響を及ぼしてきたかの歴史的検証から、始めるべきである。影響・インパク

トはきわめて大きい。 

 

２－２．１９９５年のもんじゅ事故では、もんじゅが無期停止状態に陥り、実証炉計画が

白紙となった。それは科学技術庁廃止の間接的要因ともなった。 

 １９９７年の東海再処理工場事故では、動力炉・核燃料開発事業団が廃止され、またそ

れにともない一部事業が廃止されるなど、核燃料サイクル政策が見直しを受けた。 

 １９９９年のＪＣＯ事故は、原子力政策への直接の影響は小さかったが、プルサーマル

計画実施の出鼻をくじき、その後の長期停止状態の嚆矢となった。 

 ２００２年の東電事件、２００４年の美浜３号機事故は、原子力発電事業に重大な影響

を及ぼした。また政策的には、安定供給特性に優れるという神話を打ち砕き、安定供給確

保が重要な政策課題となった。 

 このように原子力における一連の事故・事件の事業および政策への影響は、きわめて大

きいものとなった。しかも時間が経つにつれて、原子力発電の周辺部から次第に中心部

（原子力発電本体）へと、影響の範囲が拡大してきたという特徴もある。 

 今後も、原子力安全問題がアキレス腱となり、原子力事業および政策に重大な影響を及

ぼすおそれは、きわめて高いと思われる。 

 

２－３．とりわけ懸念されるのが、核燃料サイクルバックエンド事業のつまずきのもたら

すインパクトである。 

 六ヶ所村再処理工場が、構造欠陥に起因すると推定される事故を引き起こせば、それが

ＩＡＥＡ尺度では中小規模の事故だったとしても、無期限の停止状態に入る公算が高い。

その場合、再処理事業は実施可能なオプションではなくなる。 

 その政策的インパクトは途方もなく大きい。電力会社の再処理引当金、新たに導入され

る計画のバックエンドコスト引当金は、目的外への転用は認められず、電力消費者に全額

返還される。再処理事業の破綻処理コストは、ＪＣＯ事故の賠償金を住友金属鉱山が支払

ったケースと同様に（日本原燃の支払い能力をこえるので）、すべて電力会社が負担する。

（法律のなかに上記の諸点を明記しておくとよい）。 

 バックエンド事業は一からの再建を余儀なくされるが、信頼喪失の代償は大きい。バッ

クエンド事業全般（直接処分を含む）について、国民は以下のような「二律背反」図式を

もって理解するようになる。 

 「バックエンドコストは際限なく上昇するリスクがある。それを回避しようとすれば、

放射性物質が適切処理・処分されぬまま放置されるリスクが生ずる。しかも日本の経済・

財政の長期的縮退により、今支払えると思える金額も、遠からず支払えなくなるので、放
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置リスクは時間の経過とともに高まる。」 

 その結果、次のようなことが起こる。 

 １．電力産業において、経済効率重視の制度改革が断行される。（発電と送配電のアン

バンドリングを含む。） 

 ２．原子力発電からの早期撤退論が強まる。（原発を動かせば動かすほど、バックエン

ド事業は泥沼化する。厄介なゴミはできるだけ少量がよい。） 

 ３．バックエンド事業自体が無期限の停滞状態に陥る。施設立地受け入れ拒否の動きが

潜在的な立地地域の間で強まる。（事業自体が途中で放棄され、核のゴミが放置されるこ

とになる可能性が高い）。「核廃棄物」は所有者である電力業界が、無期保管することと

なる。 

 

２－４．以上のように、原子力安全確保は、原子力発電のアキレス腱であり、重大な事態

が起きれば原子力発電全体に致命的影響が及ぶおそれがある。その意味で原子力発電はハ

イリスク産業である。しかもリスクは多重的である。その認識を政策選択の基礎に据えな

ければならない。 

 

 

３．安全確保に配慮した「原子力一般政策」のありかた 

 

 

３－１．電力自由化を基本的背景として、原子力発電コストの低減に向けた努力が、電力

会社によって進められている。それ自体は悪いことではないが、安全性を犠牲にするよう

では本末転倒であり、無理は禁物である。 

 

３－２．この問題に対するひとつの打開策は、経済性又は安全性に弱点のある原子炉の早

期停止を、円滑に行えるようにすることである。現在は各方面への配慮から電力会社は、

容易なことではデコミッショニングを決断できないのではないかと推察される。 

 そうした状況を改め、電力会社にとって自己決定をやり易い環境条件を作っていくこと

が重要である。たとえば早期引退奨励制度（引退予定の原発について政府が安全維持費を

援助する）の導入などが考えられる。 

 また立地地域のアフターケアについて具体策を考える必要がある。それは電力会社の自

己決定を一層容易にする効果もある。 

 

３－３．今回の長期計画で重要なのは、廃炉プロセスに関する基本的考え方を示すことで

ある。廃炉ラッシュ時代の原子力政策の舵取りである。その際、国内石炭産業政策の教訓

を、最大限生かすべきである。近い将来には、国内石炭産業と同様の「斜陽産業」として

原子力発電を明確に政策的に位置づけたうえで、「保護管理下の軟着陸」政策をめざすべ

きだろう。 

 

 

                                   以上。 
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